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新潟県立吉田病院 

院長 中村 厚夫 

 

 

 

外来診療体制の変更及び患者の紹介について 

 

日頃から、当院の診療に多大なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

県央地域の医療再編や医師の変更などに伴い、令和６年４月以降、内科外来の診療体制

が大幅に変更となるほか、外科及び皮膚科外来は休止となります。 

つきましては、現在当院へかかりつけの患者について、近隣の医療機関などへ紹介させ

ていただくことがあります。 

関係機関各位には、大変ご迷惑をおかけすることとなりますが、何とぞご理解とご協力

をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

新潟県立吉田病院 

患者サポートセンター 

TEL 0256-92-5111 

FAX 0256-92-7606 

 


